
新郷村あおもりマッチングシステム「Ａｉ（あい）であう」利用登録料助成金 

交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、あおもり出会いサポートセンターが運営する、結婚を前提

とした出会いを求める者のマッチングを行うシステム「Ａｉ（あい）であう」

への利用登録者に対し、婚姻数増加を目的に利用登録料を助成することについ

て、新郷村補助金等の交付に関する規則（平成８年度新郷村規則第２３号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（助成対象者） 

第２条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 18 歳以上の独身者で、あおもりマッチングシステム「Ａｉ（あい）であ

う」に利用登録をした者 

(２) 登録日において新郷村に住所を有する者 

(３) 村税等の滞納がないこと。 

（助成期間） 

第３条 令和７年４月１日登録分からを助成対象とし、１人１回限りとする。 

（助成金額） 

第４条 助成金額は利用登録料分とし 10,000 円を上限とする。 

（助成金の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、新郷村あおもりマッチングシステ

ム「Ａｉ（あい）であう」利用登録料助成金交付申請書兼請求書（様式第１号。

以下「申請書」という。）に、登録料の支払が確認できる書類を添付して村長

に申請しなければならない。 

（交付決定及び助成金の交付） 

第６条 村長は、前条に規定による交付申請があった場合は、申請書の内容を審

査し、適当と認めたときは助成金交付決定通知書（様式第２号）により申請者

に通知するとともに、助成金を交付するものとする。 

（助成金の返還） 

第７条 村長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受け

た場合は、その交付を取り消し、助成金の返還を求めることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


